
手続きのながれ（下部構造物の助成「有」の場合）（1/2） 

 

申請者様 指定工事店 土木事務所 管路保全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査 

提出① 

排水設備計画確認

申請書 

排水設備計画確認 

 

設置承認通知書 
設置承認通知書 

受理 

提出②（※） 

送付 

※下部構造物の工事を行う際、本市への確認が必要な場合が

あります。詳しくは管路保全課までご連絡ください。 

排水設備工事 

完了届出書 
完了届確認 

提出④（※） 

※排水設備計画確認申請（提出②）が必要な場合はご提出ください。 

工事開始 

工事完了 

工事開始届 

提出③（※） 

工事開始確認 

※下部構造物の助成を受ける場合はご提出ください。 

設置申請書 

 【添付書類】 

 ・案内図 

・各見積書 

・排水設備の図面 

・防災活動の事業計画書  等 
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申請者様 指定工事店 土木事務所 管路保全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部構造物の助成がある場合は手続きが煩雑に

なります。ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお

願いいたします。 

ご不明な点がございましたら、管路保全課

（671-2829）までご連絡ください。 

設置完了報告書 

交付申請書 

・領収書、積算書等 

現地確認（※） 

交付決定通知書  

請求書様式送付 

交付決定通知書 

受理 

請求書作成 
請求書受理 

支払い手続き 

助成金受け取り 

提出⑥ 

提出⑤ 

送付 

支払 

※現地確認の際は１名お立合いをお願いいたします。 

購入品・工事の施工状況を確認させていただきます。 


